
- 1 - 

 

 

 

総合計画・復興計画策定検討部会 

議 事 録 
 

 

日 時 令和元年８月６日（火） 

１４時００分～１６時００分 

場 所 福島県庁 本庁舎５階 正庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県総合計画審議会事務局 
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１ 出席者 

（１）総合計画審議会委員 計 8名 

川﨑興太委員、今野泰委員、西﨑芽衣委員、前澤由美委員、岩崎由美子委員、岩瀬次郎委員、

福迫昌之委員、松澤瞬委員 

（２）福島県 計 24名 

総務部総務課主査、危機管理部危機管理課長、企画調整部企画調整課主幹、避難地域復興局

避難地域復興課主幹、 文化スポーツ局文化振興課総括主幹兼副課長、生活環境部生活環境

総務課企画主幹、保健福祉部保健福祉総務課企画主幹、こども未来局こども・青少年政策課

総括主幹兼副課長、商工労働部商工総務課企画主幹、観光交流局観光交流課総括主幹兼副課

長、農林水産部農林企画課企画主幹兼副課長、土木部土木企画課企画主幹兼副課長、出納局

出納総務課局主幹兼副課長、企業局経営・販売課局主幹兼副課長、病院局病院経営課局主幹

兼副課長、教育庁教育総務課企画主幹兼副課長、警察本部警務部企画官、県北地方振興局復

興支援・地域連携室主任主査、県中地方振興局企画商工部長、県南地方振興局次長兼企画商

工部長、会津地方振興局企画商工部長、南会津地方振興局次長兼企画商工部長、相双地方振

興局次長兼企画商工部長、いわき地方振興局主幹兼副部長（業務担当）兼地域づくり・商工

労政課長 

（３）事務局 計 5名 

企画調整部長、企画調整部政策監兼企画推進室長、復興・総合計画課長、復興・総合計画課

副課長兼主任主査（総合計画担当）、復興・総合計画課主幹兼副課長（地方創生担当） 

２ 議 事   

（１）新たな総合計画の策定について 

（２）新たな総合計画と部門別計画・個別計画との関係について 

（３）新たな総合計画策定に係る県民等への広報・意見聴取方法について 

（４）地域別構想の取扱いに関する基本的な考え方 

（５）福島県総合計画及び福島県復興計画の総点検について 

３ 発言者名、発言内容 

  次のとおり 
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福島県総合計画審議会 第１回総合計画・復興計画策定検討部会        （令和元年 8月 6日） 

 

 

司 会 ( 山 田 副 課 長 ) 

 

 

 

 

 

 

司 会 ( 山 田 副 課 長 ) 

企画調整部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会(山田副課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――開  会―― 

 本日はご多忙の中、そして大変暑い中、お集まりいただきまして本当にあり

がとうございます。私は本日の進行を務めさせていただきます企画調整部復

興・総合計画課、副課長の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から福島県総合計画審議会第１回

総合計画・復興計画策定検討部会を開催いたします。 

 

――あいさつ―― 

 初めに企画調整部長よりあいさつを申し上げます。 

 皆さん、こんにちは。委員の皆様にはお忙しい中、ご出席を賜りまして誠に

ありがとうございます。心から御礼を申し上げます。 

 先月 19日開催の総合計画審議会におきまして、知事から皆様に 30年後を見

据えた 10 年間の総合計画策定についてお願いしたところでございます。その

中で、知事から「危機意識」「希望」「挑戦」という３つのキーワードのお話を

させていただきました。危機意識を希望に変える挑戦を積み上げていく、また、

その挑戦を進化させていくというお話を知事からさせていただいたところで

ございます。皆さんと共に福島の未来予想図をつくってまいりたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、本総合計画・復興計画策定検討部会におきましては、総合計画のアク

ションプランとなります復興計画についてもご議論いただくということにな

っています。総合計画の検討を進めながら、復興計画についてもご検討いただ

きたいと思っております。 

 本日は皆様の活発なご議論をぜひお願い申し上げましてごあいさつといた

します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元の出席者名

簿をご覧ください。 

 川﨑興太委員です。 

 今野泰委員です。 

 西﨑芽衣委員です。 

 岩崎由美子委員です。 

 岩瀬次郎委員です。 

 福迫昌之委員です。 

 松澤瞬委員です。 

なお、横田委員、渡邊委員は欠席の連絡をいただいておりました。前澤委員

はただ今、向かっているところです。 

 それでは、資料の確認でございますが、次第に記載しております資料及び出

席者名簿等を配付させていただいておりますので、ご確認いただければと思い

ます。 
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川﨑部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興・総合計画課長 

 

 

 

 

 

 

 当部会につきましては、参考資料にある趣旨に基づきまして、先月の７月 19

日に開催いたしました第１回総合計画審議会におきまして設置されました。部

会長につきましては、川﨑興太委員にお願いすることとなりました。これ以降

につきましては、川﨑部会長に議事の進行をお願いしたいと思います。部会長、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

――議  事―― 

 それでは、ここから私が議事の進行をしたいと思いますけれども、議事に入

る前に、今日は初回ということもありますので、簡単に部会長からあいさつを

申し上げたいと思います。 

 先月の総合計画審議会の中で事務局からご説明いただきましたように、我々

がこれから議論する総合計画あるいは復興計画というのは、特に総合計画は、

福島県の数ある計画の中で最上位にあたります。今、部長からお話がありまし

たが、30年後を見据えつつ、今後 10 年間を計画の対象期間とするということ

であります。 

 皆さん、ご存じのとおり、これからの 10 年間というのは復興・創生期間、

復興期が 10年間、2020年度までが終わって、次の 10年間を対象とする計画で

ございますので、非常に、今後の福島県政あるいは福島県民の生活の質という

ものを大きく左右するような、大事な計画になっていくというふうに思いま

す。そういった意味で、非常に皆さんには重い役割を担っていただくように、

私を含めて思っておりますけれども、何よりも私が大切だと思っておりますの

は、福島県あるいは被災地というものの実態です。実態をよく踏まえた上で今

後の福島県の 10 年間を計画していければというのを私は思っています。もち

ろん皆さん、福島県で日々生活されている生活者でありますし、またそれぞれ

の方がそれぞれのご専門を持っていると思いますので、それぞれの方の専門性

を生かしながら、福島の実態をよく捉え、そして専門的な知識・観点からいろ

いろなご意見をいただければと思います。 

 今日は第１回目ということで、これからの総合計画の基本的なことを議論す

る場になるというふうに思いますので、ぜひ忌憚のないご意見をいただければ

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の次第に基づきまして議事を進めていきたいと思います。

１つが（１）の「新たな総合計画の策定について」ということで、事務局より

ご説明をお願いします。 

 事務局、復興・総合計画課長の半澤と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 まず資料１－１をご覧ください。こちらは７月 19 日の総合計画審議会、第

１回の際にお示しした資料を、その後、加筆・修正等したものを今回お示しを

しております。 

 策定にあたっての基本的な考え方でございますが、こちらは複合災害からの

復興や急激な人口減少への対応という課題からの克服とともに、追加をした部
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分としましては「県民一人一人が豊かさや幸せを実感できる福島県を目指し」

という部分で、復興、人口減少という課題だけでなく、やはり先ほど部会長か

らもありましたとおり、県民生活の質の向上という部分で、豊かさ、幸せ等の

実感というような部分も必要であろうということで加えさせていただきまし

た。 

 また、２つ目、「本県に思いを寄せる全ての皆さんと目指す将来の姿（将来

像）を共有する」ということ。こちらはやはり共感を呼び起こすというような

観点も必要だというようなご意見をいただいておりましたので追記をさせて

いただいています。 

 また、３点目、「この計画は様々な主体が将来像を共有するための指針とな

るものであり、その実現のため、それぞれの主体が果たすべき役割を認識し、

それぞれの強みを発揮し、相互に連携・共働した計画とする」ということで、

「相互に連携・共働する」という部分をもう少しかみ砕いて書いたところでご

ざいます。 

 また、４つ目の丸のところで「地域別の重点推進施策については七つの生活

圏を基本に定める」とまではありましたが、そこを補足させていただいており

ますのは、「その際、生活圏の特性を検証するとともに、隣接県、県内における

広域連携についても現計画以上に意識する」、ここは後ほど地域別構想のとこ

ろでもご説明する予定でおりますが、今、七つの生活圏というものを改めてし

っかりと検証するということと、この現計画の前から、そして現計画の期間に

おいても、新たな広域連携の動きなども進んでおりますので、そういったもの

についてもしっかり意識して、そのあとの展望についても触れていきたいとい

うふうに考えております。 

 最後、「新たな時代の流れや社会情勢の変化を的確に捉えた計画とするため、

留意すべき重要な視点を整理する」ということで、ここの下の枠囲みの中で、

第１回目の審議会でお示しをした上、その後、メール等でご意見を追加でいた

だいたものとして、下の４つ、「多様性の尊重」「共生（共助）の視点」「人材、

産業の育成」「一極集中ではなく、分散型の県づくり」といった意見をいただい

ておりますので、追記をさせていただいております。 

 裏面をご覧ください。計画期間について、最初の２つについては部長あいさ

つ、部会長あいさつにもありましたとおり、30 年先を見据えつつ、10 年間の

計画ということを記載したものでございます。 

 ３点目、次期の復興計画・地方総合戦略との関係。こちらにつきましても、

改めて、総合計画、最上位計画の具体的に実現に向けて、原動力となるアクシ

ョンプランとして復興計画及び、別な有識者会議を踏まえて策定します地方創

生総合戦略というものがあるということをご認識いただきたいと思います。 

 最後になります。これは項目ごとに新たに追記しておりますが、国の動きと

連動した総合計画の策定ということで、こちらにつきましては新聞等の情報で

もご認識いただいているかと思いますが、復興庁の存続の議論であったり、ポ

スト復興・創生期間の財源等の議論などもありまして、このあと、この部会に
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川﨑部会長 

 

 

おいての議論・検討を進めるものと同時並行的に、ポスト復興・創生期間に向

けた国の動向なども徐々に明らかになってくると思われます。そういったもの

を捉えながら総合計画や復興計画を策定していくという視点を加えさせてい

ただきました。国のスケジュールとの連動を意識しながら、県の意思を適宜、

適切に表明するために庁内関係部局との連携を強化しながら、皆様には情報等

をしっかり、提供させていただきたいというふうに考えております。 

 続いて資料１ー２、総合計画の全体構成イメージのほうを説明させていただ

きます。皆様、お手元に分厚い現計画の冊子をご準備してありますので、そち

らと見比べて説明させていただきたいと思います。 

 上の枠囲みについては、先ほど資料１－１で書いたとおりでありますが、そ

の次の時代潮流、本県の特性等については、今の総合計画でいいますと第１章、

５ページからになる部分でありまして、こちらにつきましては、現在、事務局

等で整理をしつつ、外部の客観的な目を加え、現在整理をしているところです。

こちらについては第２回の部会で、本県の時代潮流、本県の特性、将来に向け

た課題等については提示をさせていただく予定と考えております。 

 続きまして計画の 42ページ、44ページに飛んでいただきたいと思います。

こちらが現計画でいう基本目標、次期計画においての位置づけとしたスローガ

ンとなる部分を示したものであります。こういったものをまず定めて、そのあ

と、45 ページから 49 ページにあたる県づくりの柱、現計画では礎プラス３本

の柱という位置づけをしておりますが、ここの目指す将来の柱という大きく柱

立てを分けるという作業がこの県づくりの柱という部分で出てくることにな

ります。 

 そのあと、51 ページをご覧いただきますと、ここからが政策分野別の基本方

向ということで、先ほど言いました礎プラス３本の柱のそれぞれに主要施策が

３つから７つほど付随しておりまして、現計画においては全部で 22 の政策分

野の下に整理をしているところでございます。 

 最後に取り組む施策として、それ以降の部分で記載してあるのが総合計画上

の主要施策ないし指標ということで、現計画においては主要施策は 422、指標

としては 172の指標を設定して取組を進めてきたところであります。こちらを

前回の審議会の中で知事の冒頭あいさつにもありましたとおり、「挑戦を進化

させた主要施策」というものを位置づけながら計画を書き込んでいきたいとい

うふうに事務局としては考えています。 

 裏面をご覧いただきますと、これは１回目の審議会でもお示ししましたとお

り、総合計画とアクションプランとなる復興計画、地方創生総合戦略の関係性

を改めて整理したものであります。それぞれ関係する国の計画と連携や整合を

図りながら、計画策定、戦略策定の作業を進めてまいる考えであります。 

 資料１－１及び１－２についての説明は以上であります。 

 ありがとうございました。今、ご説明いただいたところが、私たちがこれか

ら審議していく上での一番ベースとなるところであります。今日はここに時間

を割いて、今後の議論の我々の共通認識をつくっていきたいというふうに思っ
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復興・総合計画課副課長 

 

 

 

 

 

川﨑部会長 

 

 

 

岩瀬委員 

 

 

 

復興・総合計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩瀬委員 

川﨑部会長 

今野委員 

 

 

ています。何でもいいと思いますが、ご意見なりご質問がございましたらいた

だければと思います。 

 参考資料２という資料を、一番最後に付けさせていただいております。ご覧

いただけますでしょうか。７月 19 日の第１回審議会の中で委員の皆様からい

ただいた主な発言をまとめたものと、あと、３ページ以降は、審議会以降にメ

ール、ファクス等で事務局宛てにいただいた意見等をまとめた資料を添付させ

ていただきましたので、ぜひこちらも参考にしていただきながらご意見を頂戴

できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 これは特にご説明がなく、それぞれで見るということでよろしいですか。何

でもいいと思いますので質問していただければ。 

 誰かが口火を切らなかいと多分誰もお話にならないかと。よろしいですか。

よろしくお願いします。岩瀬さん。 

 岩瀬と申します。ご説明ありがとうございます。資料１－２のこの図、基本

目標、県づくりの柱がございます。今回のこの検討部会は、この基本目標、柱、

方向、主要施策、このピラミッドの全てを見るのか、どこまでとか、範囲を教

えていただけますか。 

 資料６をご覧いただきたいと思います。こちらは前回も審議会の策定のスケ

ジュールというのをお示しさせていただきましたが、こちらはこの部会ベー

ス、検討部会を中心に置いたスケジュールということで改めてお示ししたとこ

ろでございます。 

 これを使って説明しますと、まず、本日の第１回としては基本的な考え方と

いうことで、各委員の皆様からは、こういったものを盛り込む必要はないでし

ょうかというようなことをしっかりご意見を頂戴できればという部分であり

ます。そのあと、第２回について、事務局と外部のほうで整理しました本県特

性、時代潮流、課題の整理というものをご議論いただいて、そのあと、第３回

で将来像、基本目標、県づくりの柱ということで、この資料１－２の上２つの

あたりを第３回の部会では検討いただいて、そのあと、第４回、第５回、第６

回という部分で、その下の取組の方向性、取り組む施策までフォローするとい

うことで、基本的に総合計画、現計画の建付と同じ形で進めるのであれば全て

ご議論をいただく予定として考えています。 

 全くまっさらなところからというよりは、本日は資料が本当に限られている

中なので、今回、ご意見をたくさんいただいたものを踏まえて、次回以降、で

きるだけその骨組み的なものをお示しした中で、回を重ねるごとにご議論をだ

んだん肉づけをさせていただければというふうに考えているところでござい

ます。 

 ありがとうございます。 

 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。今野さん。 

 この資料１－１に七つの生活圏というものがございますけれども、この中

で、「その際、生活圏の特性等を検証する」というような部分があるわけであり

ますけれども、例えば、郡山であれば広域圏という形で、田村市まで含んで、
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若しくは猪苗代までと。福島市の場合は県域を越えて、白石だったり米沢であ

ったり、そういった広域間の都市間連携というものも市町村で進めているとこ

ろがあります。 

 当然、そうなりますと、県のこの計画と、そしてまた一部市町村でそういっ

た連携を模索しているところとの整合性。当然、この計画と市町村が立てる計

画との整合性というものが、そこに齟齬が生じてしまうと余計に混乱されるだ

ろうし、ある意味、県はそこのところを、市町村の自主性とか主体性とかも当

然あるだろうと。やはり、そういうところのコミュニケーションをきちんとと

った上でこの計画を立てていかないと、なかなか実効性を見た場合、難しいの

ではないかなと思います。 

 それについて何かありますか。 

 ご意見ありがとうございます。まさに、今野委員がおっしゃるとおりであり

まして、これまで、現計画においても、192 ページ、193 ページのあたりで地

域別の基本方向というものが記載をされております。それで七つの生活圏に基

づいた地域づくりだったり、生活圏を越えた機能の補完・連携といったところ

に触れております。 

 ただ、まさにおっしゃったとおりでありまして、現在の広域連携に関しては、

先ほど来言っております郡山の連携の動きであったり、福島はまさに他県ま

で、山形や宮城県の市町村と、また、南会津、県南、いわきあたりについては

ＦＩＴ構想ということで、茨城、栃木との連携構想なども従来より進めている

というような広域的な取組に関しては今以上に意識をする必要があるだろう

ということで、今回の資料の中で、現在の生活圏がこのままという部分よりは、

今よりも少し、生活圏域を少しまたぐような動きが強まっているだろうという

認識のもとに、それを踏まえた地域別の取組をどう記載していくのかというこ

とをしっかりと意識をしていきたいという部分で、アンダーラインのところで

「検証」という表現であったり、「現計画以上に意識する」という表現をしてお

りますので、具体的にここはこういうふうにできますというところまではまだ

今の時点では言えませんが、今の委員のご指摘を踏まえたような書きぶりをし

っかり書き込めるように意識していきたいと思っております。 

 となりますと、スケジュールの中で市町村との意見交換というか、そういう

ところもいろいろと確保されているようでありますけれども、その進め方とい

うものがかなり難しくなってくるので、丁寧に行っていただきたいというふう

に思うんですね。当然、県は県だけれども、先ほど言った地域というのもこれ

をやっていくわけで、これをやった場合、当然、この各市町村との意見交換、

この中でのやりとりなどを、それぞれの市町村の意見もあるわけですから、そ

の中にもきちんと市町村も県の総合計画に対して理解を示すような、そういっ

たことで全体、県でつくったものと市町村でつくったものがしっかりとすり合

わせができるような形で進めていただきたいと思います。 

 ご要望とご意見をいただきました。 

 ちなみに、今日の資料の一番最後の「第１回総合計画審議会の終了後にいた
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だいた委員からの意見」ということで１番から５番まであります。１番という

のは、今の７つの生活圏のことについて。実はこれは私が出した意見で、実は

こういう総合計画とかというのも研究の対象となっているのですけれども、全

ての都道府県総合計画を見たわけではないですが、恐らくこういう生活圏とい

うことを設定している総合計画はほかに見たことがないんですね。地域別計画

というのはもちろんありますけれども、生活圏という意味で計画の単位とし

て。これはほかにないのではないかなと思います。 

 私自身、福島県のこれまでの総合計画を全て見たわけではないですが、恐ら

く県の総合計画が始まったときからあるというふうに、鈴木先生という私の前

任の先生に聞いたことがあって、それが何年のことなのかというのはよくわか

らないですけれども、そのときに設定される生活圏と、恐らく現在持っている

この７つの生活圏の意味合いが、同じ生活圏でも、多分、全然違っているもの

なのだと、そういった意味で、この文章で書いてあるような、「社会経済情勢が

大きく変化している中で、生活圏という概念を堅持すべきだろうか。また堅持

するとしても」うんぬんというのを書かせていただいたわけですけれども、こ

ういったことについて、今の今野さんからのご意見も踏まえて、どういうふう

に今後取り扱っていくのか、その中で市町村との意見調整をどうやっていくの

かといったようなについても今後議論していただければというふうに思って

おります。 

 ほかにいかがでしょうか。福迫先生。 

 福迫でございます。話題になっている点は前回の審議会でも出た部分だと思

いますし、私個人的にも圏域という話と、その基になる市町村とこの総合計画

がどういう形で連携できるのか。県と市町村と、この辺が今までの総合計画と

ひとつ大きく違うところなのだろうなと考えておりますけれども、この７つの

生活圏というのは、もし変わるとすれば振興局の場所が変わるとか、そういう

ことにもかかわってくるという意味でものすごく大きい、行政的に非常に大き

い話になると思うのですが、それも含めて、この総合計画というのは今後の県

の在り方というか、行政システムの形を変えていくということにもなるのかな

と思うのですけれども、まず、４番のほうでも多分そういうお話が出てくるの

かなと思うのですが、それも踏まえて、一応、前回までの総合計画と建付の全

体の構成は基本的に踏襲するということなのか、今のお話だと、一応、そうい

うことで仮案を出しているけれども、場合によっては総合計画全体の枠組だと

か、ちょっと変わってくるということもあるのか。もし変わるとすると、そこ

の圏域とか市町村との連携というようなところはひとつポイントになってく

る。場合によっては、横串・縦串みたいな形で別項目的な扱いも出てくるのか

なと思うのですけれども、県として、そこまで踏み込めるのかというのはある

のですが、その辺、今の時点で大きな枠組、もっと言うと目次ということにな

るかもしれませんけれども、そういうところのお考えということがあればお聞

かせいただきたいと思いますけれども。 

 いかがでしょうか。 
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 今のところ、我々事務局の中でもまだオーソライズされている部分とまでは

なってはおりませんが、基本的には、この資料１－２の基本目標、県づくりの

柱、政策分野別の基本方向、主要施策というような建て込みというか建付自体

は基本的に踏襲をさせていただきたいと思っています。ただ、この柱の数が４

本、礎プラス３本でいいのか、例えば５本柱みたいに分けたほうがいいのかと

か、そういった部分は全くフラットにご議論させていただければと思っていま

す。 

 また、市町村との関係性という部分でいいますと、総合計画自体の期間とい

うのは、このあと説明します部門別計画等、県で各部局等を持っている部門別

計画等と総合計画はできる限り整合性というか、期間も含めて整合性をとりた

いという考えを持っている一方で、市町村の総合計画というものに関しては、

市町村は市町村独自に計画期間を策定したり、首長さんが替わったタイミング

の翌年度からスタートするような総合計画などもあるので、そこに関しては、

基本的に市町村の自主性を尊重しつつ、方向性が県と市町村で大幅に違うこと

のないように、県から一緒の方向を向きましょうと指導的なことを言うという

意味ではなくて、県でこういうことをやろうと思っていますのでご理解いただ

きたいということを丁寧に言っていきたいというふうに思っています。 

 もう一方で、連携を図るという部分では、まさにもうひとつの動きで現在や

っております地方創生の総合戦略というものが、これは国のまち・ひと・しご

と創生法という法律に基づいて、今年度中に県も市町村も新たな戦略を策定す

る義務があるというようなことになっておりまして、こちらについては先月の

９日に、全国に先駆けて本県で内閣府の参事官を招いた市町村研修会というも

のをやっております。それで、県としての次の戦略の大まかな方向性と、市町

村において県がこういうのを次の戦略では意識しますよというような部分、実

はその意識するような中身というのは、今回の資料１－１の「次の計画で留意

すべき視点」といったものとほぼ同じような視点をお示しする中で、市町村の

新たな地方創生の戦略を策定するにあたっては、そういった視点に留意してい

ただきたいというものは既にお伝えしていますので、総合計画そのものではな

いですが、市町村の大きな計画のひとつである総合戦略と県は同じ方向を向け

るというか、そういう機会で、市町村と同じ方向を向くというような機会の創

出等を図っているというところはお伝えしておきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。西﨑さん、いかがですか。感想でもいいです。 

 あまり頭がついていけてないというのが正直なところですけれども、普段、

自分が生活していて、県の総合計画というのがどういう存在のもので、これが

替わったときに自分の生活にどう影響があるのかということを、今、頭の中で

もう一度整理をしています。 

 先日、地域懇談会があったと思うのですけれども、相双地域に参加したので

すが、出席いただいた方々、ご意見をいただいた方々、日頃からつながりのあ

る方々ばかりで、出席いただいた方々のコメントの中には、やはり、「総合計画
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というものが身近にない」というコメントもたくさんあったので、その部分を

いかに県民の方々、その間にいる市町村にとって重要なポジションにしていく

かということと浸透していくかということはすごく重要なのかなと思ってい

て、すごく難しいとは思うのですが、そんなことを考えていました。 

 資料１－１についてですが、先ほどお話もありました「生活圏」という言葉

がかなり気になっていて、県が初めから使っている言葉とはまた違う意味を持

っているのだろうなということまでは認識はしているのですが、この部分の認

識を改めて策定に入る前に確認しておきたいなということと、留意すべき重要

な視点のところがいくつか出ておりますが、この部分もいろいろな捉え方がで

きる言葉が並んでいるのかなと思うので、「視点」と書いてありますが、その中

でもどういった部分で留意すべきなのかということも、今後、議論していく上

で一度確認しておきたいところかなと思っています。以上です。 

 今のお話の中で、確認したい点が２つあると。その１つ目は、生活圏という

のは、西﨑さんだったら、使う人も少ないと思うのですけれども、思い描いて

いる生活圏と違う意味合いでここで使われているのだろうなと。そういった意

味合いで、審議会でこれから議論するにあたって、生活圏というのはどういう

ものなのか、福島県総合計画は少なくともこれまでの計画ではどういうふうに

捉えてきたのかということを確認したいということですね。 

 もうひとつは、資料１－１のほう、表側のページで、留意すべき重要な視点

というのがいくつかあるけれども、この一つ一つの意味を確認するということ

ですか。 

 そうですね。言葉一つ一つの捉え方がばらばらになってしまう感じもあるか

なと思っていて、一つ一つ箇条書きであるのですけれども、それに対するもう

少し説明というか、補足説明みたいなものが、次回以降、議論に入る前に一度

確認しておいたほうがいいかなと思いました。 

 ある種、事務局の方は普段使い慣れている言葉でも、一般の福島県人は総合

計画が遠い存在みたいな、わからない用語があってはいけませんので、県民と

しっかりと共有しつつつくるということが大事なことなので、そういったこと

がないように、次回以降、何か補足的な資料があればわかりやすくなるかなと

いうふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。松澤さん、いかがでしょうか。 

 そうですね。私も一通り話を聞いていて、生活圏というのをあまり意識した

ことがなかったなというふうに思っています。 

 私自身、仕事柄、森林の活用だったり林業のことを考える機会が非常に多く

て、本当にこの生活圏というのは形だけで分けられているものであって、特に

南会津の場合は只見だったりとか檜枝岐だったりとかということで、全然、そ

の地域に対する考え方というか、方向性が全く違うものだなというのを日々感

じています。只見はユネスコパークだったり、檜枝岐は尾瀬の活用だったりと

かということで、生活圏というものをひとくくりにしてこういう計画を立てる

ことがはたして僕はいいのかなと、川﨑先生のお話をお聞きする中で感じたと
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ころがありました。ただ、こうやって生活圏が分かれているのもまたいいのか

なというのもその反面で感じるところはあります。 

 あと、後半のほう、資料１－１の留意すべき重要な視点というところで、非

常にＳＤＧｓの話だけがこの中で非常に抽象的なことだなというふうに思っ

ています。ＳＤＧｓも、今、皆さんもご存じのとおり、あれだけ項目が分かれ

ていて、結構、いろいろな地域のパンフレットの中でも「ＳＤＧｓとこの地域

はどう関わっていきます」というのを具体的に書いてあるところもあれば抽象

的に書いてあるところもある。ただ、国として、ＳＤＧｓを広めようとしてい

る中で、この重要な視点の中でＳＤＧｓのことを、今後、福島県としても考え

ていかなければいけないとなると、数十個ある項目をもっと掘り下げていかな

いと、県総合計画の中でうたうのはあまりにも安直なものになってしまうので

はないのかなという考えも持っているので、そういうところも絡めながら私も

いろいろ考えていけたらなというふうに思っています。 

 ご意見だということで、ありがとうございました。 

 ほかに。前澤さん、何か。何でもいいと思います。 

 留意すべき重要な視点の、私は「人材や産業の育成」というところがちょっ

と気になっていて、どんなにいい目標があっても、それぞれが自分の能力とか

強みを生かして、生き生きと生活することが大切だと考えておりますので、具

体的にどんな計画が立っていくのか、今、楽しみに思っています。 

 具体的にどんな計画が立って、計画ありきではなくて、実施して、成果、や

れるところまで見届けたいなと思っております。 

 どうもありがとうございました。特に重要ですね、人材とか産業の育成。ま

さにこの辺こそが復興といえるかもしれませんので、こういったところでどう

いった施策展開だとかが行われるのか、総合計画なり復興計画の中で議論して

いければと思います。ありがとうございました。 

 岩崎先生は総合計画審議会の会長をなさって発言しづらいところではない

と思うのですけれども、何か大所高所からご意見はございませんか。 

 どうもありがとうございます。今日の皆さんのご意見を聞いていて、なるほ

どなと思ったところがあって、今後 10 年後を想像するとさらに人口減少が進

んで、例えば私が対象にしている過疎中山間地域などは、団塊の世代がいなく

なるともうもたない、10 年後はそういった周辺集落はなくなっていくだろう

と今から目に見えている段階にあると思います。 

 そういう大きな流れの中で、例えば市町村が総合計画をつくるときも、非常

に困難な計画策定といいますか、どういう方法で地域を維持していけばいいの

か市町村自体も先が見えない。どうすれば地域を守っていけるのか、持続可能

な地域にできるのかというのがなかなか見えてこないのではないかと、特に小

規模町村はそう思うのですね。なので、何かそういう小規模町村にとっても、

ある意味、今後 10 年間で、例えば総合計画を策定するときに指針になるよう

な、ヒントになるような、そういうような総合計画を県で出してあげることが、

町村にとってもすごく勇気づけられるし、何か希望を描けるというか、そうい
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う役割をやはり県の総合計画は持っているのではないかと思うんですね。 

 例えばそういう中山間集落で人口がどんどん減っていく。いろいろ今はＩタ

ーンとか移住者とか協力隊とか、そういう人を外から入れようとしているけれ

ども、それでも賄える状況ではないと思います。それだけでは無理だと。なの

で、むしろこれからはそういった人口が減っていく中で、では、どういう仕組

みをつくっていけばなんとか地域が維持できて、地域で暮らしている人たちの

暮らしをなんとか守っていける、そういう新しい仕組みづくりを考えなくては

いけない段階に入っていて、その新しい仕組みづくりの中ですごく重要なのは

圏域という発想で、国もやっているのだけれども、福島県の生活圏も含めて、

いわゆる横の連携、どういう連携をとっていけば、なんとか集落も守れるし、

小規模町村も守れるし、お互いも助け合ってやっていけるよねという圏域連携

の新しい仕組みづくりというのを今こそ出してあげる。それによって、小規模

町村もなんとかやっていける、うちだけでは難しいけれども隣近所の町村と助

け合えばなんとかやっていけると。集落もそうですね。うちの集落だけでは無

理だけれども、隣近所の集落と助け合っていけばなんとかできるかもしれな

い。そういう多層的な圏域づくりがひとつ、やはり圏域というのは暮らしに応

じて多層なんですね。その多層性をしっかり打ち出した生活圏なり圏域なり、

生活圏というのは、やはり今までお話しになっているように、本当に一人一人

の生活者にとっての生活圏は多層性を持っていると思うので、そこをより具体

的に考えながら、では、どういう形でその圏域のネットワークを形成していけ

ば、その地域がより持続性を発揮できるか、高めていけるかということを新し

い仕組みとして提案していくような計画にしていかないと、市町村レベルにと

ってもすごく、今後 10 年間のかじ取りが難しくなっていくと思いますので、

市町村に対しても希望を与えていけるような、そういう県の総合計画になって

いくといいのかなというふうに、今日、皆さんのご意見を聞いて思いました。 

 どうもありがとうございます。事務局にとって重たい課題ですが、でも、岩

崎先生がおっしゃったのは、実は私が送ったのもそういう意味合いです。これ

も、県民一人一人のところから見て７つというふうに固定的に必ずしも捉えら

れるのではなくて、それをさらに福島県の場合、計画の範囲としているので、

そういう概念がつくられた当初とは生活実態が大きく変わっている中で、この

圏域というものをどう捉えて計画の単位としていくのかということが改めて、

結果として７つなのかもしれませんが、今、岩崎先生がおっしゃったようなこ

とも含めてこの生活圏をどういうふうに取り扱っていくべきかというのを考

えていければなというふうに思っています。 

 お一人一言はいただいたのですが、まだもう少し、ここは大事なところなの

で議論していただければと思います。ちょっと私が１つだけ、事務局に確認し

たいなと、あるいは皆さんと共有できればなと思ったことがありまして、計画

自体について、冒頭、部長からもご説明がありましたが、30年先の福島県の将

来を見据えつつ、10年後の目指す姿を計画期間とするのだということで、この

30年というのを我々は今後審議する上でどう考えればいいのか。というのは、
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資料をベースとして 30 年後の絵姿を示すわけではないですよね。一人一人が

思い描いて 10 年後の計画を審議してくださいという、そういうスタンスでよ

ろしいですか。それとも、総合計画、30年後の姿を描いた上で、そこに向かう

ステップとしての 10 年間を、こういうことをやっていきますということなの

か、どういうふうに考えればよろしいでしょうか。 

 今、イメージしているのは、30年先の将来像は、それぞれの県民が思い描く

姿というのはそれぞれ違うんだと思います。ただ、大きな概念としては、次の

世代、ワンジェネレーション後の子どもたちの世代でも、福島が、「明るい未

来」という言い方まではできるかどうかわかりませんが、次の 30 年先におい

ても福島県がしっかりと生活をしていける豊かさを持ち続けた県であるとい

うような大きなフレームを示す中で、それぞれの県民がその中で、自分だった

らこういったところをより良くして欲しいなというようなものを県なり各市

町村に対して思うということの幅はあっていいと思うのですが、我々として考

えていますのは、30 年先の子どもたちが福島県で十分生活できるぐらいの夢

だったり生活に対しての希望が持てるような県にすることを見据えつつ、この

あとの 10年間をどうしていくのだというぐらいのところで、万人共通の 30年

先の将来像というものをバシッと示すというのはなかなか難しいところなの

かなと感じているところです。 

 政策監の橘です。30 年後がどのような社会になっているかということを明

確に見通した上で、10 年間を３回繰り返せばそこにいくということの意味で

の最初の 10 年間ができれば一番いいのですけれども、それは非常に難しいの

で、ここでいう 30 年間というのは、やはり子どもの世代に引き継いでいきた

いという思いの中で次の 10 年間をどうしようという、やや抽象的な感じにな

っています。 

 ここで書いてある「30年先の福島県の将来を見据えつつ」というのは、見据

えるのはそれぞれが見据えればいいということですか。 

 それぞれが見据えることとしています。 

 何かこういう将来像を共有するということではなくて、それぞれが見据える

と。そうすると、岩崎先生の先ほどの話ですが、10 年後といいますか、30 年

先は何もしないとなくなってしまう市町村もあると。そこで希望が持てるよう

な何か計画を 10 年単位で構築していく必要があるという理解でよろしいです

ね。ということですので、30年先というと、県外最終処分だとか、廃炉だとか、

そういった単位ではなくて、あくまでも今の子どもが大人になったときに誇り

を持って暮らせるという、そういう意味ですね。わかりました。 

 はい、どうぞ。岩瀬さん。 

 今の部会長のご指摘があったところで、私も同じような視点なのですけれど

も、「将来像」と言ってしまうと、そこを目標に目指してこういうステップでい

くのだという、必ずつながりを私どもは持ってしまいます。 

 いろいろな領域があると思うのですけれども、特に人材育成とか科学技術と

かの話では、５年単位でＡＩだとかが出てくるとか、非常に環境変化において
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状況が変わっていく中で、30年後の姿を見据えるというのはほぼ不可能だと、

そこは領域にもよりますけれども。 

 ここに書いてある、現在のものの 46ページ、47 ページを見ると、非常に将

来像という部分で、コンセプトというか概念的なルールでまとめていらっしゃ

るので、そこが何か具体的な将来像という感じとはちょっと違うかと感じまし

た。これは「目指すところ」とか「目指す視点」とか、そう言っていただくほ

うがよろしいのではないかなと。「将来像」と言い切ってしまうと、ステップで

こうやっていくのが必ずつながっていくのだというところで、これはちょっと

強すぎるような、そんな感じに受け取りました。 

 今の岩瀬先生のご指摘のことは、私たちは計画というのが専門なのですけれ

ども、計画そのものが立案しにくい、そういうような時代になってきていて、

ゴールを設定して、それに向けての道筋を考えていくというのが非常にやりに

くい。実践の場では、計画というよりはむしろマネジメントとか、漸進型アプ

ローチなどと言ったりしますが、現実に生じている問題を一つ一つ小さく解決

して何か描いていこうという、そういうようなアプローチとか演出ということ

です。恐らく、そういったような、先の変化が見通しづらい。自分が 10 年先

にどうなっているかもよくわからないのに、そういったような限界も踏まえつ

つ、また、そうはいっても、今回、総合計画という計画をつくるので、ある種

のこういう将来像というものが必要なのだろうなと、そういった難しさを覚悟

の上で、不確かな未来に向けて、なおかつ明るい豊かな、子どもたちが笑顔で

暮らし続けられるような福島を形づくっていきたいという、そういうような思

いでやっていただきたい、難しいということはあると思うのですけれども。 

 おっしゃるとおりで、ここに書いてあることは非常に重要で、これと同等の

レベルのことを今回もやはり書くべきだと思います。ただ、それが、私が申し

上げたような、計画を立てる上の目標値ではないのだというところをうまく、

どういう感じなのか、それをやはり示していただかないと、ちょっと誤解を生

むかなと思います。 

 おっしゃるとおりだと思います。その辺についてはぜひご留意いただければ

と思います。 

 付け足して言わせていただくと、そのときに、不確実な未来があるからこそ、

私が冒頭のあいさつで申し上げさせていただいたのですが、少なくとも私たち

が今できるのは、現実、実態というのをしっかり踏まえるということですよね。

未来先取り型でなんとかするということではなくて、まず、今、どういったよ

うな、福島県内、県民の生活というのはどうなっているのかとしっかり実態を

捉えて、その中の問題を一つ一つ解決していくというのが最低限我々ができる

ことですので、そういったアプローチでもこの総合計画を私たちはつくってい

かなければというふうに思っております。 

 ２点ほど。１点目は、ずっとお話しされているところと関係するのですけれ

ども、適切かどうかわかりませんけれども、私はいわき市の総合計画のほうに

も関わっているのですけれども、市のほうの総合計画で、同じスパンで県と同
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じような形でやっているのですが、ちょっと不確定なのが、基本目標を掲げる

か掲げないかというような話もあるのですけれども、そんな議論でいいんです

かということをわざわざ言わなければならないという状況なのですけれども、

今、お話が出てきたようなことでいいますと、やはり明確な都市像とかをお示

しにくいということから、できるだけそういう都市像を示さないで、やるべき

ことだけをやればいいとすると、結局、総合計画自体要らないではないかとい

う話にもなるかと思うのですけれども、そうはいってもやはり必要であると。 

 結局、それを「都市像」という言い方が適切かどうかというのはあるのです

けれども、いずれにしても、今後 10 年間のいろいろな施策を打てる指針にな

ると。極端な言い方をすると、何をやって何をやらないか。そこまで言い切る

ことはできないと思いますけれども、重点的にこういうところを中心にやって

いくのだというようなことが、そういう目標がないと総合計画を立てる意味も

ないだろうと思うんですね。 

 ただ、それが県の場合は、なかなかそこを明確にはしづらい。そうなってく

ると非常に総花的になるというジレンマが常にある。ご意見の中でも、やはり

具体的にわかりやすい明確な施策が必要だということと、それである程度振り

分けをしたときにこちらはどうなんだということになってくるかなと思いま

す。 

 特に、震災だけではないかもしれませんけれども、かなり地域や人によって、

もともとこれだけの広い県ですから、差が相当あるわけですけれども、それが

もっと大きくなってきているわけです。生活圏の話でいうと、いわき地方振興

局は必要なのかどうなのかという話もありますけれども、やはり振興局なり何

なり、県の支えがないとなかなか厳しいという地域があったり、その圏域でも

また差がある。それを総合的に見て、こういった方向性なり都市像というとき

に、30 年は難しいという話が出ていましたけれども、10 年も正直難しいと思

われます。そこをどこまで落とし込むというふうに、それは我々の議論の行く

末ということにもなるかもしれませんけれども、そこら辺をどういうふうにお

考えかというところがあれば、むしろ審議会でこういうことを検討してほしい

ということであればお聞かせいただきたいですし、今のところをどう考えてい

るのか。 

 もうひとつは、こういう計画で、結局、我々もそうすると思うのですけれど

も、成果をどう評価するか。これまでの総合計画、あらゆる計画について、目

標値達成はよくいわれるようになってきているわけですけど、県の総合計画と

いうのは、一応、前回の審議会でもいくつかの指標で、達成できている・達成

できていないとありましたけど、かなりそういうことをやりづらいところは大

きいんだと思うんですね。県が直接責任を持って達成させられる・させられな

いという、そこに携わるところと、必ずしもそうではない、各自治体なり企業

などがやっているというようなところの中で、どこまで今回の総合計画でそう

いう検討をするか。一方では、ＫＰＩという評価達成ということを求められる

とは思うのですが、あまりそれにこだわりすぎると書ける項目というのも非常
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に少なくなるのかなという気もしておるのですけれども、その辺、どのように

お考えになっているのか。この２点、もしお答えいただければと思います。 

 １点目の、課題は、これは事務局として日々この業務に携わっている私の悩

みを吐露させてもらいますと、先ほど西﨑委員もおっしゃったのですが、総合

計画が日常生活とどれだけ身近なのかという命題と、具体的に書き込めるかど

うかというのは、すごく表裏一体の関係だと思っています。やはり県がつくる

総合計画、または一方で市町村がつくる総合計画というのはそれぞれ役割があ

るのだろうということです。 

 先ほど、図らずも岩崎先生からヒントをいただいたと思いまして、今後の市

町村の参考になるような、指針となるような計画であってほしいというという

のは、なるほどなと腑に落ちた部分があって、そういった視点で計画を策定し

ていきたいなというふうに思いました。 

 あと、現行の「新生プラン」を見ていただきたいのですけれども、これも事

務局でだいぶ議論をしました。資料１－２、併せて現在のプランの 46 ページ

を見ていただきたいと思うのですが、今回、先ほど課長の説明でもありました

けれども、30年後を見据えながら 10 年間の計画をつくると。それをもうちょ

っとかみ砕かないとならないということでつくったのが資料１－２でござい

ます。結局、ここで示させていただいたとおり、10年間の将来像をはっきり示

しましょうという説明をさせていただきました。30年後の姿というのは、それ

ぞれ皆さんが個々に思い描く、子どもたちが豊かに幸せに暮らせる、そういう

福島県を願って 10年後の姿を描こうということです。 

 一方で、現行の計画を見ていただきますと、46ページ、「目指す将来の姿（30

年後）」と書いてあります。ここの現行の計画とこれからつくろうとする計画

をどういうふうに考えればいいのかというふうに内部で議論をした結果、新し

い計画では 10 年間の姿をしっかり示そうではないかという結論に達してこの

資料１－２をつくったところになります。 

 ２つ目の質問の成果については、現在 170を越える指標で管理をしておりま

す。毎年、この審議会でもＰＤＣＡサイクルの一環として指標で成果を発表さ

せていただいておりますが、そのやり方についても、はたしてそれでいいのか

という疑問は日々持っておりました。10 年間の計画で 10 年後の目標を立てつ

つ、やはり中間的な目標、５年後の目標というのも、当然、併せて定めるべき

なのではないのかなというのが、事務局としての腹案としては持っておりま

す。そして、指標の数についても、より総合計画らしい指標、もうちょっとわ

かりやすく言うと、数ではなくて、本当に県民の幸福度を測れるような、口で

言うのは簡単ですが、実際に効いてくる指標というのは本当は何なのかという

のをしっかり分析をしてこの計画に盛り込んでいければと思います。最終的に

は 170 よりももっと圧縮したような指標で管理していくべきなのではないか

と思います。このあと、事務局で説明する部門別計画、個別計画の説明もさせ

ていただきますので、そちらと併せてご検討いただければと思っています。 

 以上でございます。 
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 はい。よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。あとでまた戻って議論してもいいと思いますの

で、差し当たって先に進ませていただければというふうに思います。次回から

は本格的に審議をしていただいて議論していくことになると思いますけれど

も、今日いただいた委員の方からの意見については、次回の資料に反映させて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

 ２つ目、新たな総合計画と部門別計画・個別計画の関係について、資料２に

なりますか、ご説明をお願いします。 

 では、資料２のほうを説明させていただきます。 

 まず、四角囲みの中ですが、総合計画と部門別計画・個別計画というものは

各役割がそれぞれあって、策定を推奨してきているところでありますが、次期、

新たな総合計画を策定する年度、計画期間、計画の記載範囲が変わるというこ

とになりますので、現段階で改めて共有をさせていただきたいということでつ

くった資料でございます。 

 まず、総合計画に関しましては、１の（１）で何度もご説明しているとおり

県の最上位計画で、政策全般を包括的、統合的、横断的に捉えた計画となって

おります。それに対して部門別計画というのは、各部局において策定する上位

的位置づけ、分野を総括する計画というようなイメージで、各政策分野におい

て取り組む施策・取組を示したものという位置づけです。さらに個別計画とい

うもの、こちらも各部局にて作成するものでありますが、その中でも政策分野

の個別のより細かい分野というものを整理するような部門別計画のさらに下

というか、連なる、または単独の計画というものに位置しております。 

 ここの関係は、裏面をご覧いただいて、参考というところでこちらのイメー

ジをつくっております。まず、総合計画ということで、先ほどの１－２の資料

で大きな鏡餅みたいな形の下にそれぞれの総合計画と共有・整合性を図る部門

別計画があって、例えば部門別計画の２つ目ないし５つ目のところの部門別計

画は、その下にさらに個別計画がその下に位置づけられるというようなもの。

例えば、生活環境部でいいますと、県の環境基本計画といったものが部門別の

計画としてありまして、その環境基本計画のさらに下に県の廃棄物処理計画と

か、そういったような細かい分野に特化した計画というものが個別計画という

ことで、一応、その位置づけ、役割というものがあるということをご認識いた

だきたいと思います。 

 前のページに戻っていただきまして、整合性の確保ということです。総合計

画で示すこととなる次の内容は部門別計画と整合性を図っていきたいと。な

お、今後の策定過程で、委員の皆さんをはじめ県民や県議会の意見によっては

内容変更となることもあるということを前置きさせていただきたいと思いま

す。まず、この①の県の目標から④の主要施策、裏面で言いました、先ほどの

鏡餅の４つのような部分はできる限り部門別計画と整合性を図りたいという

ことです。 

 また、計画期間、策定時期に関しても、スタート及び終期をできる限り合わ
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せていきたいということで、各部局のほうには通知をしているところでありま

すが、一方で、先ほども説明しましたとおり、地方創生総合戦略は、国の法律

に基づいて５年間というところと、あとスタート時期も来年度から 2024 年度

までといったようなものもありまして、国の定めがあるようなものは別としま

して、そういった国の定め等がないものに関しては総合計画の期間との整合性

を図りたいという部分です。 

 裏面をご覧ください。そうした中で、やはり具体的に目標年度・計画期間が

異なる場合も出てくるであろうというものもいくつか想定されますので、そう

いった場合に関して、総合計画と部門別計画との間で目標値、主要指標の齟齬、

それぞれ方向性が別であったり、目標値が、達成年度が違うので数値が違うと

いうことはあり得るにしても、最終的な目標年度における数値とか、そういっ

たものの整合性、齟齬が生じないようにということは配慮していきたいという

ことで書いたものです。 

 どちらかといいますと、この部会におきましては、この部門別計画とか個別

計画がそれぞれの各部局で所管している審議会、それぞれの計画を所管する審

議会で議論する中で、逆に総合計画としっかり整合性を図って県と審議をして

いきますということをご理解いただく意味でこの資料を付けて説明をさせて

いただいたというものでございます。 

 説明は以上であります。 

 ありがとうございました。ややテクニカルというようなことですけれども、

それぞれの部局はばらばらですが、県庁として一丸となって取り組むための仕

組みというか、そういう話です。何かご意見なりご質問がございましたらお願

いします。 

 上位の総合計画との連係ということで、そこの部分はきちんと見ていくとい

うことは理解しましたのですけれども、部局の、部門別、個別に下ろしたあと

の問題なのですけれども、産業振興とかそういう話の大きなものはいろいろな

部局に落ちたときに分かれますよね。それをまとめて見るというのは、部局の

中で責任部局でも置かれるのですか。総合計画では全体としてある程度見てい

く。それと、その部局で実行計画上で行われている。その評価のまとめみたい

なもの、これはどういう形でやられるのでしょうか。 

 いかがでしょうか。 

 こちらについては、後ほど資料５のところでもご説明しようとは思っており

ましたが、総点検をするにあたって、１つの施策を複数の部局で持っていると

いうことは当然あります。そちらについては、現在の計画でも 422の主要施策

を位置づけてありますが、それに対して、複数の分野を入れて各部局から回答

をいただいた結果、430 以上ということで、政策よりも回答している数のほう

が多いというような状況はありますので、次期計画におきましても、具体的に、

総合計画ですと、ある程度、施策レベルの書きぶりをしなければいけないとい

うところになると、そこを所管する部門別計画なり個別計画というのは複数存

在するということは、当然、委員のおっしゃるとおりですので、そのときのこ
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の施策を担当する部局、そのあとの組織改編とかがあってもちゃんと引き継ぐ

ことも含めて、それぞれの施策の責任を持つ部局というものはどこであるとい

うことはしっかり整理をしていく必要はあると思っていますし、現在でも、一

応、そういう割り振りをして総点検の作業を進めているところであります。 

 よろしいですか。またあとで資料の説明があると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、先にいきまして、３番目、新たな総合計画策定に係る県民への広報・

意見聴取方法について、事務局のほうでご説明をお願いします。 

 資料３をご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、新たな総合

計画策定に係る県民等への広報・意見聴取方法についてということで、県民向

けと、裏面の児童・生徒・学生向け、市町村向けというふうに、対象をある程

度分けて整理をさせていただいたところであります。 

 こちらについては、①番、ホームページ、あとは③番、地域懇談会（７地域）

というのは、既に７月に一度実施しておりまして、この場におられる委員の中

におかれましてご参加いただいた委員の方もいらっしゃるかと思います。こち

らについては次期計画策定において、地域懇談会、このあと③④ということで、

今年度中にもう１回、次年度にもう１回ということを予定しております。 

 また、通常、こういった計画を策定するにあたっては中間整理案においてパ

ブリックコメントを実施するということですが、ここで、これまでの計画との

違いということで、具体的にまだやり方とかそういったものは煮詰まっていな

いのですが、②番として県民参加型のワークショップということを考えていま

す。 

 なぜこの②番を入れたのかということを私なりに説明しますと、先ほど西﨑

委員と松澤委員からもお話があったとおり、総合計画と県民というか、住民と

の距離というのがあるという自覚は我々も持っております。そうした中で、具

体的に位置づけを、どこまでワークショップに参加した方の意見を取り入れら

れるかという部分はまた別の話だとは思うのですが、こういった検討をやって

いますということをできる限りいろいろな地域やいろいろな立場の方に関わ

っていただく、当事者意識を持っていただくということで総合計画をより身近

に感じていただく。その中で具体的な施策等に反映できるのであれば、より、

その出来上がった計画に対しても自分事として捉えていただきたいというよ

うな思いを込めて、こういったものをやりたいということを考えています。た

だ、具体的に内容等はまだ事務局の中でも整理しきれておりませんので、そこ

はこのあと整理し次第、お示しをしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 裏面をご覧ください。児童・生徒・学生向けについてであります。アンケー

ト調査につきましては、既に県内、各高校等に、今、依頼をしておりまして、

実はこれはウェブアンケートで、ＱＲコードを読み込んで進路希望等を調査す

る。それだけでなく、自分が今住んでいる地域に対して感じている思いであっ

たり、大学進学等を考えている方に関しては、将来、福島県に戻ってくる意思
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の有無であったり、こういった部分がそろえば戻ってもいいというようなこと

まで含めて、いったん県外に進学や就職をしても、そのあと福島に戻ってこら

れる環境づくりをするためにはどういったことが必要なのだろうかというこ

とで、これは地方創生の戦略とも連動したアンケート調査として、現在、実施

中でございます。 

 また、②番、こちらもまだ予定ということで、具体的に確定した内容はまだ

お話しできる状態ではありませんが、やはり将来の子どもたちが 30 年後に主

役となったときに、福島県をしっかり引き継げるようにというような思いで進

める中で、そもそも小学生や中学生に将来の福島県に関して語っていただくよ

うな場というか、それをしっかり皆さんの目にも触れていただけるような場と

いうものをつくっていきたいということで、この②番ということも検討してい

るところです。 

 ３番の市町村向け。こちらにつきましては、１回目の審議会で市長会の委員

の方からもご意見があったとおり、今日も今野委員からもいただいたとおり、

市町村のご意見を丁寧にということは全くおっしゃるとおりでありまして、こ

ちらについては、まず、できる限り各市町村長との意見交換ということを、１

回にとどまらず、ここに書いてありますとおり、今からそう時間をかけずに１

回目、また、新年度においてもある程度中身が形づくられてきたタイミングで

もう一度という、２回、各市町村長との意見交換ということを考えております。

また、それとは別に事務レベルとしての意見照会というのも当然、必要になっ

てくると思いますので、二度に分けて、まずは主要施策レベルが整理できた時

点で、または、それを踏まえた全体的な中間整理案ができた時点で、パブコメ

を実施する前に意見照会をしていきたいというふうに考えています。 

 これとは別に、このあと説明する地域別構想等の取組を整理する上で、各振

興局単位においても、それぞれを所管する市町村等への意見聴取等はそれぞれ

の場で丁寧にやっていただくということを想定をしているところでございま

す。 

 県民の意見聴取方法についての説明は以上でございます。 

 ありがとうございました。 

 これについてご意見なりご質問があれば。西﨑さん、これで県民にとって身

近なものになりそうでしょうか。もっとこうしたほうがいいのではないかとい

うことがありましたら。 

 参加してもらうまでのハードルが高いと思うので、どうしたら来ていただけ

るのかというのはよく議論していかないといけないなとは思うのですけれど

も、身近なことでも、やはりワークショップだったり話をする場を設けても、

偏った一部の方々が参加するということはよくあることなので、どのようにし

たらいいのか私はすぐ出てこないのですが。ただ、こういった形で開いていく

ということはすごくいいことだと思っています。 

 先ほど、実は資料１の、総合計画とは何なのか、要るのかという話もあった

中で思ったことは、30年後とか 10年後ということに触れて、今回、計画をつ
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くっていくときに、私の頭の中では柔軟性みたいなものがすごく重要な課題か

なと思っていて、強さというのは柔軟さみたいな考え方がありまして、やはり、

きれいすぎてしまわないこと。その時代、その時どきに合わせて、意見を柔軟

に取り入れていけるかということが、県の総合計画なのでなかなか難しい部分

があるとは思うのですけれども、その都度、「その時を生きる人の意見を聞き

ます」ということが総合計画に書かれると良いなとすごく思っていて、やはり、

「策定に向けて意見を聞きました」ではなくて、常に、もっと短いスパンで意

見を聞いていけるということが私の中の頭にはイメージとしてはあります。 

 それはつくった後のことということですね。 

 そうですね。本当に１回、つくるまでにやりましたというだけではなくて。 

 それは先ほどありました資料５のほうでどういうふうにやっていくかと、そ

っちの議論にもかかわってくるとは思うのですけれども。ありがとうございま

した。ほかにいかがでしょうか。 

 まさに住民参加型ワークショップをやろうとしたきっかけなのですけれど

も、やはり、いかに身近な計画とするかというときに、一番頭に浮かんだのが、

計画の策定プロセスになるべく多くの人に関与していただきたいというふう

に考えました。市町村レベル、特に近隣の福島市もいわき市もまさに新しい計

画策定に着手をされていてこういう仕組みを既にやられております。それぞれ

苦労しながら参加者を募って回している様子を私も直に学んだり見学させて

もらって、単純にすごく良いなと思ったので、ぜひやりたいと思っています。

なので、参加者の募集の仕方とかはこれからまた事務局で考えますが、ぜひや

らせていただきたいと思っております。 

 補足になりますが、第１回の審議会で、スケジュール説明の中で、小中学生

の作文コンクールをやりたいというお話をさせていただきましたが、事務局で

いろいろ検討した結果、今日の資料からは削って、結局、小中学生の作文コン

クールに代わる代案として小中学生を対象とした何らかのワークショップを

ぜひやってみようではないかということで提案させていただいておりますの

で補足をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 県総合計画で作文を取り上げたり掲載されたりしていますけれども、そうい

ったのではなくてワークショップをやるということですか。 

 そのとおりです。 

 いかがでしょうか。どうぞ。 

 行政では、パブリックコメント、いろいろ事業を推進するにあたって、丁寧

さの一環としてそういうものが非常に多く取り入れられております。このこと

については私は否定的ではないわけでありますけれども、ただ、先ほど言われ

たとおりに、総合計画そのものに対する、やはり一般の県民の方、県民の方の

捉え方といのは、冒頭、先ほどのあいさつであったとおり、知事からは「危機

意識を持って」というふうなことがありました。そうなった場合、県民にとっ

ての利益・不利益というふうなところを考えた場合、例えばこの総合計画がつ

くられる、作成されることによって、県民にどういった、そういった利益があ
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るのか、不利益が生じてしまうのか。当然、知事のスタートは危機意識という

ことで始まるとすれば、今の状態では不利益にあったりそういった損害が生じ

てしまう。なので、ある意味、そういったものを軽減をする、若しくはそうい

ったものを利益に変えていくという視点になってくると思ったんですね。なの

で、やはりわかりやすいという部分ということになりますと、そのことは県民

にどれだけ利益を生むのかだというふうに思うんですね。そのことが、結果、

不安であったりそういうものを解消できる。 

 であるならば、やはりそういったものを取り入れた中での計画だというもの

を理解を深めていく。そしてまた、そういうものを題材としてパブリックコメ

ントですとか発信するというのもひとつの広報手段としてはいいのだろうし、

そのことが総合計画に対する付加価値がもっと強いものになっていくのでは

ないのかなと思います。 

 貴重なご意見だと思いますので、ぜひ斟酌していただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 私も、こういう総合計画がどこでどこを通して見ているのかなという思いが

ありました。これからそういったワークショップだったりを始めるということ

だと思うのですけれども、質問ではありますけれども、過去にこういった活動

をやられたことというのはあるのですか。 

 こういう活動というのは。 

 例えば、これからの 10 年をつくるためにこういうワークショップをやって

いきますということであったかと思うのですけれども、その前の復興期間では

どのように県民の方々から意見を集めていたのか。 

 あと、もう１個は、ホームページに公表するとあったのですけれども、こう

いうのは日にどれだけの閲覧数があるのかなとか、そういった具体的なところ

を教えていただければと思います。 

 今おわかりであれば。 

 過去の計画のつくり方を振り返ったときに、現行計画の１つ前、「いきいき

プラン」をつくるときには、県北地方振興局におきまして、地域別計画をつく

る際にワークショップの手法を用いて地域の将来像を描いたということはご

ざいます。ただ、今回やろうとしているのは、まさに全県的な計画の策定にあ

たってチャレンジしてみようということで、そういった視点では初めてになる

と思っています。 

 前々回、前回では、県民の方の意向を把握する上での取組としては、今おっ

しゃった一部の地域のワークショップと、ほかには住民意向調査とかそういっ

たこと、あるいは懇談会とか。 

 地域懇談会ですとかアンケート調査ですとかパブリックコメントが主なも

のだと思います。 

 そういうことですね。よろしいですか。ホームページの閲覧数というお話も

ありましたが、それは今おわかりになりますか。 

 今、「復興ステーション」というところの中の当課、総合計画の審議状況その
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ものだけを平時で独立させていないので、当課の閲覧数みたいなものを整理で

きるかどうか、担当に調べられるか確認しているので、会議が終わるくらいま

でにお時間をいただければと思います。 

 場合によっては次回以降でも。 

 急ぎではないので結構でございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、次にいきまして、４番ですね。地域別構想の取扱いに関する基本的な

考え方、これについてご説明をお願いします。 

 資料４をご覧ください。地域別構想の取扱いについてであります。 

 基本的な考え方の１つ目から３つ目までの丸、こちらは先ほど来ご説明して

おります資料１－１にも書いてありますとおり「７つの生活圏を前提とする」

というような形ではありますが、まさにここに関しては、委員の方の多くから

いただいた意見を踏まえた形で、もう少ししっかり検討させてもらおうという

ふうに思っています。 

 そうした中で、４つ目の丸、「県民参画による計画とするために、地域別主要

施策の検討にあたっては、各地域の強み、将来像について県民との意見交換を

行う」、少なくとも地域懇談会という形では各振興局単位で実施するというこ

とは確定しておりますが、ここの意見交換のやり方、こちらについては、先ほ

ど山田が言いましたとおり、前々回の計画のときの県北振興局の手法であるよ

うなワークショップというやり方もあるでしょうし、いろいろと意見交換、意

見を聴取するような方法というのはそれぞれの地域ごとに少し独自性があっ

てもいいのかなということを含めて、ここは「県民との意見交換」という程度

の表記にしております。 

 もうひとつ、今回、共有させていただきたいなと思いますのは、地域別の取

扱いとしては、現時点で考えていますのは、地域特性や社会潮流というものは、

先ほどいったん事務局及び外部の目から７つの生活圏ごとの検証をするとい

う言い方をさせてもらっていますので、そういったものを踏まえたものから具

体的に課題等を導き出して、それに対する施策や方向性を示すというもので、

４ページ程度の記載ということで、これは現計画と同様の分量を考えていま

す。ただ、ここに関しても、先ほど来の議論の中で、特に広域連携であったり、

そういった現計画の時点でもさまざま強いうねりとなっているような、圏域に

とどまらないような書きぶりは、各地域別の前段となる部分でしっかり書き込

んでいく必要があるだろうなということを今日の意見を聞いて感じたところ

でございます。 

 なお、参考までに、196 ページをご覧いただきたいと思います。こちらが現

計画における県北地域の計画となっておりまして、まず、目指す方向性を示し

て、そのあと地域の概要、ここに関しての特徴とかそういったような整理は、

事務局と外部の目から見た内容を踏まえて整理をした上で、現時点での考えと

しては各振興局単位で課題と施策の展開方法を整理する、こういった作業をま

ずできるだけ早いタイミングでやってもらって、その後ろの 198、199 ページ
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ということの具体的な取組という部分は、全体の総合計画や復興計画等の審議

の進捗等も踏まえて、それを地域レベルで落とした場合に、具体的にどういっ

た取組が必要なのだろうかということと、スケジュール感を合わせながら策定

をしていくというようなイメージを考えているところでございます。 

 資料４については以上でございます。 

ありがとうございました。 

 今、ご説明にもありましたように、今日、生活圏に関していろいろご意見が

あったので、一部、見直していただきながらということです。ご意見なりご質

問がございましたらばよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 

 先ほど来いろいろご意見が出ているところでございますので、それを踏まえ

てご検討されるということかと思うのですが、当初あるいは現時点でもし若干

でもということですが、「隣接県や県内における広域連携については、現計画

以上に意識する」という表現になっていますね、資料１のほうで。「意識する」

というところの含みというのはどういったところなのでしょうか。既にあるも

のをちゃんと捉えるということなのか、そういう動きを見据えて、あるいはそ

れを促進するというところなのか、その辺を全部含んで意識なのかもしれませ

んけれども。 

 今の時点でなかなか答えになっているかどうかはわかりませんが、まさに既

にある動きに関しては、それぞれの構想なり計画といったものの、その先の展

望というか、今後 10 年間でそういったそれぞれの広域連携がどのようになっ

ていくのかということはしっかり記載するというのは当然必要だと思ってい

ます。 

 さらに、まだできていないけれども、こういった連携が必要ではないかとい

うことは、分野とかそういったものに関してある程度記載する必要は出てくる

かと思いますが、そういったところと、市町村が主体性をもって連携をしてい

くという観点は、今の本県のこれまでの市町村が広域連携をしていく上での基

本的なスタンスとしては、県からこうしろああしろということではなく、市町

村の主体性を県として支援するというスタンスでこれまで来ておりますので、

そういったところと時代潮流とかの絡みを考えながら、ここに関しての表現は

丁寧に考えていきたいなというレベルで今のところは考えています。 

 今のところの県のスタンスということと兼ね合わせますと、踏み込んで書く

かどうかという判断までも今のところ事務局としてはできないという状況で

す。これからしっかり検討します。 

 考えていくということだと思います。 

 先ほどの松澤さんのところで、当課のホームページも含めた「ふくしま復興

ステーション」という、さまざまな県の復興に関連する内容だけを別に整理し

たホームページのアドレスがありまして、それのアクセス数をご説明をしま

す。 

 日本語以外に９カ国語を併せてステーションには載せておりまして、2017年

度は 257 万アクセス、2018 年度は 229 万アクセス、2019 年、今年度の７月単
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体でいいますと、７月は 20 万アクセスということで、これが全て総合計画を

見ているかというのは別ですが、「復興ステーション」そのものは、最近はどち

らかというと日本語よりも外国語のほうの閲覧が多い傾向にあるということ

は言えるかと思います。 

 220 万は多いのですか、少ないのですか。私には全然わからないですけれど

も、そういう実情だということです。よろしいですか。ほかに何か、資料４に

関して。よろしいですか。 

 では、議事としては最後になりますけれども、（５）の福島県総合計画及び福

島県復興計画の総点検についてということで、事務局よりご説明をお願いいた

します。 

 資料５、Ａ３版を折り込んでちょっと量が多いものなので、かいつまんでの

説明となります。 

 まず、総合計画総点検の実施方法ということで、前回の総点検をやっていま

すという資料だけはお出しをしておりまして、今回、ある程度サンプルでもお

示しできれば議論のたたきにできたかとは思うのですが、すみません。なかな

か作業が膨大な点検になっているので、今、こういったことをやっていますと

いうのをより具体的に今回説明をし、ご了解いただきたいと思っています。 

 まず１つ目、総合計画、新生プランの構成と進行管理・総点検につきまして

は、前回の審議会の中でも建付等を含めて説明をさせていただいたところでご

ざいます。この中で、このページ、１ページ目の一番下、（３）番、総点検とい

うところのアンダーラインを引いたところになりますが、「現行計画の着実な

推進及び次期計画策定に向けた準備作業として、各施策の進捗状況を評価し、

課題を整理する」ということ、ここまでは前回の審議会でも説明をさせていた

だいたところです。 

 具体的に、各部局にどういった作業を今してもらって、それを我々がいただ

いてまとめる作業をしているかという部分になりますが、ここの２ページ目の

ところの「評価（①～⑦）欄」とゴシック体で書いてあるところの下になりま

すが、現在の計画の各主要施策及び対応指標の評価、これは平成 25 年から平

成 30 年にかけてのものについて、以下の選択肢①～⑦というもので、ここの

枠囲みに書いてありますとおり、①30年度末時点で完了・達成しているのか、

②令和２年度、総合計画の終期までに完了見込みであるのか、③目的を達せず

廃止するものなのか、次の３ページにいきますと、④現行の取組の継続が必要

なのか、⑤番、現行の取組の一部見直しが必要なのか、⑥番、取組の拡充が必

要なのか、⑦番、新たな取組が必要なのかという、いったんの現行の取組に関

しての評価をしていただいて、このあと、それはなぜかという課題を各部局に

記載をしていただいて、そのあと、３ページ目の一番下に書いてあるとおり、

令和３年度以降の方向性という部分で、新たにその施策そのものを３年度以降

どうするのですかというところまで記載をしてもらっています。 

 もちろん①～③、完了・達成、完了見込み、目的を達せず廃止というところ

は空欄になりますが、④の取組の継続というものは、具体的にどういった理由
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があるから継続、単純継続なのか、一部見直しなのか、拡充なのか、そもそも

どういった経過があってこういった動きがあるから新たな取組が必要なのか

というものを各部局からいただいて、ただ、それを 432施策全て生のまま、示

しすると時間がいくらあっても足りないと思いますので、それを 22 の主要施

策の分野別に、今のところのイメージとしては、22分野ごとに１ページくらい

にまとめた資料としてお示しできないかということを考えております。 

 実は、ここは総合計画の総点検の資料だけになっておりまして、この部会は

復興計画のほうの議論もしていただく予定でおりますので、復興計画につきま

しては、事業ベースで今のところ整理しておりますが、その事業が県の重点プ

ロジェクトというものと連動している事業別の計画になっています。今、復興

計画は 10の重点プロジェクトが整理されておりますので、その 10の重点プロ

ジェクトごとの総点検の結果、内部評価結果という形で次回以降お示しできる

ように鋭意作業を進めておりますので、今の現状の取組状況ということでご認

識いただければと思います。 

 説明は以上であります。 

 ありがとうございました。 

 今の総点検の実施のことについて、ご意見、ご質問はございますか。よろし

いですか。 

 

――その他―― 

 では、以上で議事は終わりですけれども、５ということで、その他について

事務局から何かございますか。 

 お手元に資料６というスケジュールをご覧いただきます。説明は割愛させて

いただきますが、当部会を中心としたスケジュールを記載したものですので参

考にしていただければと思います。 

 もうひとつ、当策定部会として現地視察をやってみたいと思っておりまし

て、時期的には今年度の秋ぐらい、10月ぐらいに、また詳細が決まりましたら

ば部会員の皆様にご案内を差し上げて、県内の、浜・中・会津、２コースぐら

いを日帰りで検討しておりますので、詳細は後日お知らせさせていただきたい

と思います。 

 最後にもうひとつ、事務連絡ですけれども、第２回の総合計画審議会、親会

ですね、こちらにつきまして、９月３日火曜日の午後、２時間程度、場所は福

島市内でということで調整しておりますので、委員の皆様のご出席をお願いし

たいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

 ありがとうございました。今、いくつか連絡事項をいただきましたけれども、

一番最後の件、第２回の総合計画、９月３日火曜日に予定されているのですけ

れども、その際に総合計画審議会全体に部会の結果について部会から報告する

ことになります。実は、この第２回総合計画審議会は私がどうしても出席でき

ないのです。本来であれば部会長である私から総計審のほうに報告すべきとこ
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ろなのですが、代理といたしまして、私から指名ということになってしまうの

ですが、福迫先生に第２回審議会の中で部会の報告をお願いできればと思うの

ですが、よろしいでしょうか。では、よろしくお願いいたします。 

 ほかに何か委員の方から皆様にご連絡がなければ、終わりにしたいと思いま

すが、よろしいですか。 

 では、以上をもちまして私の任は解かせていただきます。どうもご協力あり

がとうございました。 

 

――閉  会―― 

 それでは、これをもちまして、福島県総合計画審議会第１回総合計画・復興

計画策定部会を閉会をさせていただきます。本日はどうもありがとうございま

した。 

 

 

（以 上） 

 


